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Ⅶ 供給方法および工事 

 

55 需給地点および施設 

(1) 電気の需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいいます。）は，当社の

電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。 

(2) 需給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある場

所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし，次の場

合には，お客さまと当社との協議により，需要場所以外の地点を需給地点と

することがあります。 

イ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将来

においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を

供給する場合 

ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合 

ハ １建物内の２以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所まで

の電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。 

ニ 57（地中引込線）(4)により地中引込線によって電気を供給する場合 

ホ 技術上，経済上やむをえない場合で，お客さまが受電設備等を共用して

電気の供給を受けるとき。 

ヘ その他特別の事情がある場合 

(3) 需給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工事費負担金または

臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。 

なお，当社は，お客さま（共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお

客さまを含みます。）のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引

込線，変圧器，接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供

していただきます。 

(4) 付帯設備（(3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を

支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さま

の建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，お客さまの所有とし，

お客さまの負担で施設していただきます。この場合には，当社が付帯設備を
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無償で使用できるものといたします。 

 

56 架 空 引 込 線 

(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場

合には，原則として架空引込線によるものとし，お客さまの建造物または補

助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。この場合には，引

込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の

場所であって，堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定め

ます。 

(2) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線（以下「引込口配線」といいま

す。）は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきます。 

(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の

補助支持物は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきま

す。 

(4) 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込小柱を使用し

て他のお客さまへ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，お客さまの引込小柱を使用して，他のお客さまへの引込線を施

設いたします。この場合，その引込小柱から最短距離の場所にあるお客さ

まの建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線

とし，その引込線および引込小柱の管理（材料費の負担を含みます。）は

当社が行ないます。また，需給地点は，お客さまへ引き込むための引込線

の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または引込小柱を改修し，または撤

去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料

は，お客さまにお返しいたします。また，これにともない新たに施設され

る場合の引込線または引込小柱は，当社の所有とし，当社の負担で施設い

たします。 
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57 地 中 引 込 線 

(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経済

上不適当と認められる場合で，当社の電線路とお客さまの電気設備との接続

を地中引込線によって行なうときには，次のイまたはロの最も電源側に近い

接続点までを当社が施設いたします。 

イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置の

接続点 

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の

接続点 

なお，当社は，お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあ

ります。 

(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路

の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中引

込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，かつ，

安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，お客さまと当社との協

議によって定めます。 

なお，これ以外の場合には，需要場所内の地中引込線は，お客さまの所有

とし，お客さまの負担で施設していただきます。 

イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の

場所 

ロ 建物の３階以下にある場所 

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所 

(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行な

う場合の付帯設備は，次のものをいいます。 

イ 鉄管，暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめる

ために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出

しのために施設されるものを含みます。） 

ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定

するためのものをいいます。）およびハンドホール 
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ハ その他イまたはロに準ずる設備 

(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，お客さまの希望に

よりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則として，

お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきます。ただし，当

社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，(1)に準じて接続を行ない

ます。この場合，当社は，64（特別供給設備の工事費負担金）の工事費負担

金を申し受けます。 

 

58 連接引込線等 

(1) 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（１需

要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に

至る引込線をいいます。）または共同引込線（２以上の需給契約に対して１

引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。）による引込みで電

気を供給することがあります。この場合，当社は，分岐装置をお客さまの土

地または建物に施設することがあります。 

なお，お客さまの電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。 

(2) 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込口配線を使用

して他のお客さまへ電気を供給することがあります。 

イ 当社は，お客さまの引込口配線から分岐して，他のお客さまへの連接引

込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同引込

線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないます。ま

た，需給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。 

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場合

は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，お客さ

まにお返しいたします。また，これにともない新たに施設される共同引込

線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。 

 

59 中高層集合住宅等への供給方法 

中高層集合住宅等の場合で，１建物内の２以上の需要場所に電気を供給する
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ときには，当社は，原則として１共同引込みをもって電気を供給いたします。 

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を供給いたします。この場合，変圧器

の２次側接続点までは，当社が施設いたします。 

 

60 引込線の接続 

当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は，当社が行ない

ます。 

なお，お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には，当社

は，実費を申し受けます。 

 

61 計量器等の取付け 

(1) 料金の算定上必要な計量器（電力量計，30分最大需要電力計，無効電力量

計等をいいます。），その付属装置（計量器箱，変成器，変成器箱，変成器

の２次配線，通信装置，通信回線等をいいます。）および区分装置（契約使

用時間を区分し，または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する

装置，および力率測定時間を区分する装置等をいいます。）は，契約電力等

に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で取り付けます。

ただし，次の場合には，お客さまの所有とし，お客さまの負担で取り付けて

いただくことがあります。 

イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合 

ロ 変成器の２次配線等で，当社規格以外のケ－ブルを必要とし，またはお

客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要す

る場合 

(2) 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし，お客

さまと当社との協議によって定めます。 

なお，低圧で電気の供給を受けるお客さまについては，計量器，その付属

装置および区分装置は，原則として屋外に取り付けます。 
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(3) 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，お客さまから無償で

提供していただきます。また，(1)によりお客さまが施設するものについて

は，当社が無償で使用できるものといたします。 

(4) お客さまの希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付位置

を変更する場合には，当社は，実費を申し受けます。 

 

62 専用供給設備 

(1) 当社は，次の場合には，64（特別供給設備の工事費負担金）の工事費負担

金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。 

イ お客さまがとくに希望され，かつ，他のお客さまへの供給に支障がない

と認められる場合 

ロ 40（電気の使用にともなうお客さまの協力）の場合 

ハ お客さまの施設の保安上の理由，または需要場所およびその他周囲の状

況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により，特定のお

客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設

することが適当と認められる場合 

(2) (1)の専用設備は，需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路

（配電盤，継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側しゃ断器

またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。）に限ります。ただ

し，特別の事情がある場合は，供給電圧と同位の電線路およびこれに接続す

る変圧器（１次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。 

(3) 当社は，供給設備を２以上のお客さまが共用する専用供給設備とすること

があります。ただし，(1)イの場合は，次に該当する場合で，いずれのお客

さまにも承諾をいただいたときに限ります。 

イ ２以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で，いずれのお客さまも

専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。 

ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受ける

ことを希望される場合 

 


